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平成31年度改正を中心とした
主要改正事項のポイント
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住宅ローン控除の具体的な控除額図表1

控除額

１
〜
10
年
目

①年末借入残高×１％
・年末借入残高の限度額は
　特定取得以外の場合：2,000万円
　特定取得（一般）の場合：4,000万円
　特定取得（認定住宅）の場合：5,000万円
②土地建物の購入価格×１％
・建物の購入価格は税込金額
・「補助金の交付を受けた場合」または、「直
系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合
の贈与税の非課税等を適用した場合」は控除
後の金額
③①と②いずれか少ない金額

（
消
費
税
10
％
の
場
合
の
み
）

11
〜
13
年
目

①年末借入残高×１％
・年末借入残高の限度額は
特定取得（一般）の場合：4,000万円
特定取得（認定住宅）の場合：5,000万円
②建物の購入価格×２％÷３
・建物の購入価格は税抜金額
（4,000万円または5000万円限度）
・「補助金の交付を受けた場合」または、「直
系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合
の贈与税の非課税等を適用した場合」には控
除前の金額
③①と②いずれか少ない金額

現行の住宅ローン減税
（ローン残高（最大4,000万円）の１％を控除（最大40万円））

（注）認定住宅の場合、入居１～10年目は各年、ローン残高（最大5,000万円）の１％を控除（最大50万円）。

控除期間を３年延長
消費税率２％引上げの負担に着
目し、建物購入価格の２％
（2/3％×３年間）の範囲で減税
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拡充イメージ（一般住宅の場合）図表2

（出所）自民党税調資料(一部修正)

1
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の

見
直
し
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消
費
税
が
10
％
に
引
き
上
げ

ら
れ
て
か
ら
２
０
２
０
年
末
ま

で
に
購
入
し
た
住
宅
に
つ
い
て

は
、
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
期
間

を
３
年
間
延
長
し
、
消
費
税
が

増
加
し
た
２
％
分
を
税
額
控
除

で
返
金
す
る
こ
と
と
し
た
。

⑴ 

見
直
し
の
概
要

　

今
回
の
改
正
は
、
２
０
１
９
年
10

月
の
消
費
税
引
上
げ
に
あ
た
っ
て
、

住
宅
に
係
る
需
要
の
変
動
を
平
準
化

す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
規
定
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
消
費
税
の
引
上
げ

時
か
ら
２
０
２
０
年
末
ま
で
の
間
、

消
費
税
率
10
％
が
適
用
さ
れ
る
住
宅

を
取
得
等
し
居
住
の
用
に
供
し
た
場

合
に
つ
い
て
は
、
住
宅
ロ
ー
ン
控
除

の
控
除
期
間
を
３
年
間
延
長
し
、
13

年
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
控
除
額
を

増
加
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
そ
の
際
、
11
年
目
以
降
の
３
年
間

に
つ
い
て
は
、
消
費
税
率
２
％
引
上

げ
分
の
負
担
分
が
控
除
額
の
上
限
と

さ
れ
た
。
な
お
、
そ
の
他
の
要
件
は
、

改
正
前
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
要
件

と
同
様
で
あ
る
。

⑵ 

具
体
的
な
控
除
額

　

具
体
的
な
控
除
額
は
、
図
表
１
の

と
お
り
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
最
大
で
消
費
税
が
増
加

し
た
２
％
（
８
％
↓
10
％
の
差
額
）

を
３
年
間
（
11
年
か
ら
13
年
目
）
で

税
額
控
除
と
し
て
返
金
（
控
除
）
す

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
な
お
、
入
居
11
年
目
か
ら
13
年
目

に
つ
い
て
も
、
現
行
制
度
と
同
様
に
、

控
除
額
を
所
得
税
額
か
ら
控
除
で
き

な
い
場
合
に
は
、
住
民
税
額
か
ら
控

除
で
き
る
（
所
得
税
の
課
税
総
所
得

金
額
等
×
７
％　

最
高
13
・
６
５
万

円
）。

ー
ン
控
除
と
併
せ
て
覚
え
て
お
き
た

い
の
が
、
す
ま
い
給
付
金
で
あ
る
。

消
費
税
10
％
時
は
最
大
50
万
円

す
ま
い
給
付
金
が
受
け
取
れ
る

　
す
ま
い
給
付
金
と
は
、
消
費
税
率

引
上
げ
に
よ
る
住
宅
取
得
者
の
負
担

を
緩
和
す
る
た
め
に
創
設
さ
れ
た
制

度
で
あ
る
。
消
費
税
率
８
％
の
と
き

は
、
収
入
額
の
目
安
が
５
１
０
万
円

以
下
の
人
を
対
象
に
最
大
30
万
円
が
、

10
％
の
と
き
は
、
収
入
額
の
目
安
が

７
７
５
万
円
以
下
の
人
を
対
象
に
最

大
50
万
円
が
給
付
さ
れ
る
。

　
こ
の
す
ま
い
給
付
金
を
受
け
取
っ

た
場
合
は
、
一
時
所
得
の
収
入
金
額

と
さ
れ
る
が
、
一
時
所
得
に
は
50
万

円
の
特
別
控
除
が
あ
る
た
め
、
同
年

に
他
の
一
時
所
得
が
な
け
れ
ば
、
実

際
に
課
税
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　

本
制
度
は
新
築
住
宅
は
も
ち
ろ
ん
、

中
古
住
宅
も
対
象
と
な
る
。
た
だ
し
、

指
定
の
検
査
を
受
け
る
な
ど
、
住
宅

の
品
質
や
耐
久
性
等
が
確
認
で
き
る

　
こ
の
改
正（
３
年
の
追
加
特
例
）は
、

消
費
税
２
％
引
上
げ
分
の
負
担
が
景

気
に
与
え
る
影
響
を
考
慮
し
た
制
度

で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
対
象
期
間
は

１
年
３
ヵ
月
（
２
０
１
９
年
10
月
１

日
〜
２
０
２
０
年
12
月
31
日
の
居

住
）
と
短
い
期
間
と
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
２
０
１
９
年
10
月
１
日
以

降
の
取
得
で
あ
っ
て
も
、
消
費
税
率

等
の
経
過
措
置
に
よ
り
８
％
の
消
費

税
率
が
適
用
さ
れ
る
場
合
や
、
中
古

住
宅
を
事
業
者
で
な
い
個
人
か
ら
購

入
し
た
場
合
に
は
、
適
用
さ
れ
な
い

の
で
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
８
％
の
消
費
税
が
適
用

さ
れ
た
住
宅
を
取
得
等
し
た
場
合
や

中
古
住
宅
を
事
業
者
で
な
い
個
人
か

ら
購
入
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
他

の
要
件
を
満
た
せ
ば
、
通
常
の
10
年

間
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
適
用
は
あ

る
。⑶ 

す
ま
い
給
付
金

　

消
費
税
の
増
税
に
伴
い
、
住
宅
ロ

こ
と
が
条
件
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の

給
付
金
を
受
け
取
る
た
め
に
は
、
２

０
２
１
年
12
月
ま
で
に
、
引
渡
し
、

入
居
す
る
必
要
が
あ
る
。

２
ふ
る
さ
と
納
税
の

見
直
し

一覧表▶025ページ

　

全
国
各
地
の
地
域
活
性
化
を

目
的
と
す
る「
ふ
る
さ
と
納
税
」

だ
が
、
そ
の
趣
旨
を
逸
脱
す
る

よ
う
な
過
度
の
返
礼
品
を
送
付

し
て
い
る
地
方
公
共
団
体
は
、

総
務
大
臣
の
判
断
で
ふ
る
さ
と

納
税
の
対
象
外
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

⑴ 

制
度
の
概
要

　

個
人
所
得
課
税
の
寄
附
金
控
除
は
、

所
得
税
に
お
い
て
は
（
寄
附
金

－

２

０
０
０
円
）
が
所
得
控
除
、
住
民
税

に
お
い
て
は
（
寄
附
金

－

２
０
０
０

円
）
×
10
％
が
税
額
控
除
（
基
本
控

除
）
さ
れ
る
。
地
方
公
共
団
体
に
対

個人所得課税

消費税増税に伴い
住宅ローン控除の期間を３年間延長
ふるさと納税の対象を厳格化。婚姻歴の有無によるひとり親間の格差を解消
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メイン
特 集
税制改正で提案はこう変わる！
平成31年度税制改正大綱のポイント

FA19春 P38-43_v13.1 #5.indd   038-039FA19春 P38-43_v13.1 #5.indd   038-039 2019/02/08   16:292019/02/08   16:29
プロセスブラックプロセスブラック


